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業務方法書について 

 

(１) 業務方法書とは 

業務方法書は、法人の具体的な業務の方法の要領を記載した書類であり、法人は、

業務開始の際に業務方法書を作成し市長の認可を受けなければならない。 

また、法人による業務執行の中立性・公正性を担保するため、市長は、法人が作成

した業務方法書を認可する際に、あらかじめ評価委員会の意見を聴くこととなってい

る。 

 

【業務方法書の作成手続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地方独立行政法人法（抜すい） 

(業務方法書) 

第２２条 地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長

の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の業務方法書に記載すべき事項は、設立団体の規則で定める。 

３ 設立団体の長は、第１項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会

の意見を聴かなければならない。 

４ 地方独立行政法人は、第１項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書

を公表しなければならない。 

 

 

○地方独立行政法人長崎市立病院機構定款（抜すい） 

 （業務方法書） 

第２０条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業

務方法書の定めるところによる。 
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(２) 業務方法書の記載事項 

業務方法書の具体的な記載事項は、法令等では特に示されておらず、法人の機動性・

柔軟性等が要求させる性格のものであることから、どのような事項を規定するかは、

設立団体の規則に委ねられている。 

 

○長崎市地方独立行政法人法施行細則（案）（抜すい） 

（業務方法書の記載事項） 

第２条 法第２２条第２項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりと

する。 

⑴ 法人の定款に規定する業務に関する事項 

⑵ 業務を委託する場合の基準 

⑶ 契約の方法に関する基本的事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、法人の業務の執行に関し必要な事項 

 

 

○地方独立行政法人長崎市立病院機構定款（抜すい） 

（業務の範囲） 

第１８条 法人は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

 ⑴ 医療を提供すること。 

 ⑵ 医療に関する研究を行うこと。 

 ⑶ 医療に従事する技術者の研修を行うこと。 

 ⑷ 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 ⑸ その他法人の安定的な運営に資する業務を行うこと。 

 

 

（参考）独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令（抜すい） 

（厚生労働省第 71 号） 

 

（業務方法書の記載事項）  

第１条の２  機構に係る通則法第２８条第２項 の主務省令で定める業務方法書に記載すべ

き事項は、次のとおりとする。  

⑴  独立行政法人国立病院機構法 （以下「機構法」という。）第１３条第１項第１号 に

規定する医療の提供に関する事項  

⑵ 機構法第１３条第１項第２号 に規定する医療に関する調査及び研究に関する事項  

⑶ 機構法第１３条第１項第３号 に規定する医療に関する技術者の研修に関する事項  

⑷ 機構の建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他

の者の診療又は研究のために利用させることに関する事項  

⑸ 業務委託の基準  

⑹ 競争入札その他契約に関する基本的事項  

⑺ その他機構の業務の執行に関して必要な事項  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%96%40%88%ea%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%92%ca%91%a5%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002800000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002800000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002800000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%8b%e3%88%ea&REF_NAME=%93%c6%97%a7%8d%73%90%ad%96%40%90%6c%8d%91%97%a7%95%61%89%40%8b%40%8d%5c%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%8b%e3%88%ea&REF_NAME=%91%e6%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%8b%e3%88%ea&REF_NAME=%8b%40%8d%5c%96%40%91%e6%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%8b%e3%88%ea&REF_NAME=%8b%40%8d%5c%96%40%91%e6%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000003000000000
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   地方独立行政法人長崎市立病院機構業務方法書 

 （目的） 

第１条 この業務方法書は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」

という。）第２２条第１項及び長崎市地方独立行政法人法施行細則（平成２４年長崎

市規則第  号）の規定に基づき、地方独立行政法人長崎市立病院機構（以下「法人」

という。）の業務の方法について基本的事項を定め、その業務の適正な運営に資する

ことを目的とする。 

（業務運営の基本方針） 

第２条 法人は、法第２５条第１項の規定により長崎市長（以下「市長」という。）か

ら指示された中期目標に基づき、業務の効果的かつ効率的な運営に努めるものとする。  

（病院の設置及び運営） 

第３条 法人は、長崎市における医療の提供、医療に関する研究、技術者の研修等の業

務を行うことにより、市民の立場に立った質の高い医療を安全かつ安定的に提供し、

もって市民の生命及び健康を守るため、地方独立行政法人長崎市立病院機構定款（以

下「定款」という。）第１７条に定める病院を設置し、これを運営するものとする。 

 （法人の行う業務） 

第４条 法人は、定款第１８条の規定に基づき、次の業務を行うものとする。 

⑴ 医療の提供 

⑵ 医療に関する研究 

⑶ 医療に従事する技術者の研修 

⑷ 前３号に掲げる業務に附帯する業務 

⑸ その他法人の安定的な運営に資する業務 

２ 法人は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の

一部、設備、器械及び器具を、法人に勤務しない医師等の診療又は研究のために利用

させることができる。 

３ 法人は、法人の目的の範囲内において、法人以外の者から受託し、又は法人以外の

者と連携して、業務を行うことができる。 

（案） 
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 （緊急事態への対処） 

第５条 法人は、定款第１９条第１項の規定に基づき、市長から必要な業務の実施を求

められた時は、その求めに応じ、当該業務を実施するものとする。 

２ 法人は、定款第１９条第２項の規定に基づき、災害等の緊急事態に対処するため、

必要な救助等を自ら行うものとする。 

 （業務の委託） 

第６条 法人は、定款に規定する業務の一部を外部の者に委託することにより効率的に

その業務を遂行することができると認められる場合は、業務の一部を委託することが

できる。 

 （委託契約） 

第７条 法人は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者と業務に関する委託

契約を締結するものとする。 

 （契約の方法） 

第８条 法人は、売買、賃借、請負その他の契約に関しては、一般競争、指名競争、随

意契約、又はせり売りの方法によるものとする。 

２ 法人は、前項の規定による契約に関しては、契約の性質又は目的に応じ、費用の縮

減等に十分に配慮した方法によるものとする。 

 （委任） 

第９条 法人の業務に関し必要な事項は、この業務方法書に定めるもののほか、法人の

規程に定めるところによる。 

 

附 則 

この業務方法書は、市長の認可の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

 


